
茨城県中小企業団体中央会令和８年度表彰実施要領
１．目　　的
　茨城県中小企業団体中央会（以下「中央会」という。）は、茨城県内の中小企業組合等（以下「組合等」）、同組合等の役職員等、中央会役員を表彰することで、組合等の振興発展及び中小企業の組織化を推進することで県内産業の振興を図ることを目的に、中央会第７１回通常総会において令和８年度表彰（以下「表彰」という。）を行うものとする。
２．表彰者
茨城県知事及び中央会会長が表彰する。
３．被表彰者
被表彰者は、中央会の会員である事業協同組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、その他の組合及び団体等（以下「会員組合等」という。）、会員組合等の役職員等、中央会役員とする。
４．表彰の種類
表彰の種類は次のとおりとする。
なお、茨城県知事表彰は、次の（１）及び（２）とする。
（１）優良組合等
（２）組合等功労者等
（３）永年勤続事務局員等
（４）永年勤続中央会役員
５．表彰の方法等
　　　中央会の第７１回通常総会において、茨城県知事及び中央会会長が被表彰者に表彰状及び表彰額を授与する。
６．被表彰者の要件等
　　　被表彰者は、次の要件を備える者とする。
（１）優良組合等
　① 令和７年度（令和７年４月１日から令和８年３月３１日）に組合等の振興発展、社会及び地域等に貢献、その他の活動で特徴的、先進的な取り組みを行い、成果または波及効果等が得られた者とする。なお、これらの取り組みは、継続しているものであっても、令和７年度に実施し、成果等が得られている場合は応募することができる。
　② 財務内容が堅実で組織体制が整備されていること。
　　※茨城県知事表彰の場合は、設立からの経過年数の要件あり。
（２）組合等功労者等
　① 令和８年４月１日時点において、１０年以上（茨城県知事表彰の場合は１５年以上）組合等の役員であること（継続でなくても可）。
　② 組合等の振興発展に貢献した功績等が顕著であること。
　③ 過去に同種類の表彰を受けていないこと。
（３）永年勤続事務局員等
① 令和８年４月１日時点において、１０年以上組合等の事務局員であること。
② 過去に同種類の表彰を受けていないこと。
（４）永年勤続中央会役員
① 第７１回通常総会開催日時点で、中央会の役員として８年以上在職していること。なお、就任後第８回目の通常総会が就任後８年を経過せず開催される場合は８年以上在籍したとみなす。
② 過去に同種類の表彰を受けていないこと。
７．応募方法
　　　中央会は、中央会が会員組合等に通知、また、中央会ホームページに掲載して候補者を募集することとし、候補者の応募方法は次のとおりとする。
　　　なお、応募にあたっては、茨城県知事表彰及び中央会会長表彰を区分せずに応募し、要件等及び功績等に応じて表彰する。
　　　なお、４．（４）の表彰については募集しない。
（１）自薦
　　　会員組合等及び会員組合等の役職員自らの応募による。
（２）他薦
　　　会員組合等、会員組合等の役職員、会員組合等の関係機関等、会員組合等の関係機関等の関係者、中央会等からの推薦による。
８．推薦書等の提出
　応募にあたっては、次の書類を中央会に提出しなければならない。
（１）優良組合等
　　① 推薦書
　　② 定款
　　③ 直近を含む過去３年間の事業報告書及び決算関係書類（直近の書類が作成できていない場合は、それに類する書類）、設立後、３年未満の場合は設立後の書類、設立後１年未満の場合はそれに類する書類
（２）組合等功労者等
　　① 推薦書
（３）永年勤続事務局員等
　　① 推薦書






